
「しんきんビジネス･マッチングサービス利用規約」           

１．サービスの提供 
半田信用金庫（以下「当信用金庫」という）は、「し

んきんビジネス･マッチングサービス利用規約」（以

下「利用規約」という）に基づき、「しんきんビジネ

ス･マッチングサービス」（以下「本サービス」という）

を提供するものとします。 
２．利用規約の改訂 

当信用金庫は、本サービス利用申込者の了承を得る

ことなく、利用規約を改訂することがあります。なお、

改訂した利用規約の効力は、利用規約にて定められた

期日より、生じるものとします。 
３．利用者 
①利用者とは、利用規約に同意し当信用金庫に本サービ

スの利用を申し込み、当信用金庫がこれを承認した者

をいいます。 
②利用者は、利用規約に定める事項を遵守しなければな

りません。利用者が利用規約を遵守しない場合は、当

信用金庫から当該利用者に対し、本サービス利用の承

認を取消す場合があります。 
４．サービスの内容 
 本サービスの内容は以下のとおりとします。なお、

本サービスの具体的な提供方法は、当信用金庫が定め

るものといたします。 
①利用者が登録した、ビジネス･マッチングに関する情

報（以下「マッチング情報」という）を、以下の者に

提供するサービス。 
ⅰ. 当信用金庫が提供する本サービスの他の利用者（以
下「当信用金庫利用者」という）。 

ⅱ. 利用規約と同様の規約に基づき、当信用金庫と同様
のサービスを行っている信用金庫および信用金庫

関連団体（以下「他信用金庫」という）。 
ⅲ. 他信用金庫が提供する本サービスと同様のサービ
スの利用者（以下「他金庫利用者」という）。 

ⅳ. 利用者以外で当信用金庫および他信用金庫が関わ
る企業等。 

②利用者に対し以下のマッチング情報を提供するサー

ビス。 
ⅰ. 当信用金庫利用者が登録したマッチング情報 
ⅱ. 他信用金庫から当信用金庫へ提供を受けた他金庫
利用者のマッチング情報。 

５．マッチング情報の登録 
①利用者は、自己のマッチング情報を、当信用金庫の定

める形式にて登録するものとします。 
②利用者は、真実かつ正確なマッチング情報を登録する

ものとします。 
③利用者は、登録したマッチング情報の内容に変更が生

じた場合は、直ちに登録したマッチング情報の修正を

行うものとします。 
④利用者は、マッチング情報を登録しておく必要がなく

なった場合には、直ちに登録したマッチング情報の取

消を行うものとします。 
 

６．利用者の義務等 
利用者は、上記４②記載の情報を、ビジネス･マッ

チングの目的のみに使用するものとし、他の目的に使

用してはならないものとします。 
①利用者は、上記４②記載の情報を、正当な理由なく、

他者（上記４①記載の者を含む）に開示または漏洩し

てはならないものとします。 
②利用者は、登録したマッチング情報が上記４①記載の

者に提供されることを異議なく承諾するものとしま

す。 
③本サービスの利用に起因してなされた一切の行為お

よびその結果については、利用者の自己責任、自己負

担といたします。 
④利用者が本サービスを利用したことに起因し他者が

損害等を被った場合、当該利用者が他者の損害等に対

する責任を負い、その対応を行うものとします。 
⑤利用者は本サービスを利用し、他者と折衝、交渉を行

う場合は、事前に当信用金庫へ届出を行い、当信用金

庫からの連絡を受けた後、他者と折衝、交渉を行うも

のとします。 
⑥利用者は本サービスを利用し、他者と取引を行った場

合は、当信用金庫にその報告をするものとします。 
７．サービスの管理 
 当信用金庫は、利用者へ予告することなく、本サー

ビスの停止や変更または廃止することがあります。 
８．情報の管理 

当信用金庫は、本サービスの円滑な運営のため利用

者に予告することなく、利用者のマッチング情報の修

正、削除、および制限等をさせていただくことがあり

ます。また、当信用金庫が別途定める情報有効期限を

経過した情報は、削除いたします。 
９．マッチング情報の転用 
 当信用金庫は、利用者に予告することなく、マッチ

ング情報を当信用金庫や全国の信用金庫および関連

団体が行う、ビジネス･マッチングサービスにて転用

することがあります。利用者が、本サービスへマッチ

ング情報を登録する際にはこれを了承したものとし

ます。 
10．免責事項 
①当信用金庫は、マッチング情報の内容について、その

完全性、正確性、適用性、有効性等に関し、いかなる

責任をも負うものではありません。 
②当信用金庫は、利用者が本サービスを利用したことに

起因した他者の損害または利用者の損害に対し、いか

なる責任や損害賠償義務等をも負うものではありま

せん。 
③当信用金庫は、上記３②、７、および８記載の事項を

行った場合の利用者または他者の損害に対し、いかな

る責任や損害賠償義務等をも負うものではありませ

ん。  
                       以 上 
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